
2022年（令和4年） No.144212月20日号

たま広報は毎月５日（1月・4月は１日）と20日の月２回発行しており、発行日の２日前から発行日にかけて、市内の全世帯・事業所に配布しています。

発行　　   多摩市　〒206-8666　東京都多摩市関戸６-12-１　編集　秘書広報課
市役所の代表電話　042（375）8111　代表ファクシミリ　042（371）2008
公式ホームページ　https://www.city.tama.lg.jp/

＠nyantomo_tama＠tama_city

２　子ども食堂・誰でも食堂
３　子ども・若者関連情報、いきいきシニア
４　求人・募集、税

５　市民参画、相談案内
６　講座・催し物

７　健康だより（救急診療）、
コロナかな？　と思ったら

８　年末年始　暮らしの情報

フードパントリーフードパントリー
　さまざまな理由で食料に困っている方に対して、寄付などによりいただいた食料を無償で提供する活動です。　さまざまな理由で食料に困っている方に対して、寄付などによりいただいた食料を無償で提供する活動です。
食料を提供する際には、対象者から生活の状況に関する相談をお受けし、 適切な相談支援機関などを紹介する役割も担っていま食料を提供する際には、対象者から生活の状況に関する相談をお受けし、 適切な相談支援機関などを紹介する役割も担っていま
す。食料の提供を受けたい方は、電話で、各フードパントリーに必ず事前にご相談ください。す。食料の提供を受けたい方は、電話で、各フードパントリーに必ず事前にご相談ください。
ii市役所児童青少年課☎(338)6958、市役所児童青少年課☎(338)6958、vv(372)7988(372)7988

フードパントリーあらあらの皆さんフードパントリーあらあらの皆さん

対象食料などに困っている方開催頻度週１回iデイサービス聖ヶ丘(フード
パントリーあらあら)☎(356)1755荒井

対象食料などに困っている市内在住者開催頻度月１回iきっちん空☎
(371)9236

人と人とのきずなを
食がつなぐ、食でつなぐ

食品や食材
（個人・企業の
寄付など）

フード
パントリ―

食の支援を必要とする方

フードパントリーあらあら きっちん空


